
議案第  ２２  号  

 

 

   流山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について  

 流山市国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定す

る。  

  平成２９年２月２４日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  被保険者均等割及び世帯別平等割に係る保険料を減額する基

準を引き上げ、保険料の負担を軽減するためである。  



流山市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

流山市国民健康保険条例（平成３年流山市条例第６号）の一部を次の

ように改正する。  

第２０条第１項第２号中「２６万５千円」を「２７万円」に改め、同項

第３号中「４８万円」を「４９万円」に改める。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成２９年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の流山市国民健康保険条例の規定は、平成２９ 

年度以後の年度分の保険料について適用し、平成２８年度分までの保

険料については、なお従前の例による。  

 


